
              

 

 

鹿児島市中央卸売市場 

 経営展望後期計画（素案） 
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鹿児島市 

 



１ 

 

１ 経営展望（後期計画）策定の趣旨 

 

本市中央卸売市場では、令和２年度に「鹿児島市中央卸売市場経営展望」（計画期間：

令和３年度～令和１２年度）を策定し、基本コンセプトである「つながる人・もの フレ

ッシュで活気あふれる市場」を目指して、青果・魚類両市場の機能強化や施設整備、衛生

管理の充実、ＩＣＴ活用など、持続可能な市場運営に向けた取組を進めてきました。 

 

前期では、令和 6 年度に魚類市場の再整備事業を完了し、効率的で衛生的な流通システ

ムを構築しました。また、青果市場では、平成３０年度にリニューアル整備事業を実施し

ており、これにより、食の安心・安全を守る基盤が強化され、生産者と消費者を確実につ

なぐ市場としての役割を果たす体制が整いました。 

 

一方、近年は人口や生産量の減少、物流コストの高騰など、市場を取り巻く環境が大き

く変化しています。デジタル化、担い手不足への対応など、新たな課題への対応が急務と

なっています。 

このため、令和 8 年度から令和１２年度までの 5 年間における市場運営の基本的方向と

体系を示す「後期計画」を策定し、前期計画での取組を継承・発展させながら、南九州に

おける生鮮食料品流通の中核的拠点市場としての役割をさらに強化し、持続可能で魅力あ

る市場の実現を目指します。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、鹿児島市中央卸売市場における後期期間（令和 8 年度～令和１２年度）の基

本的な方向性を示すもので、第六次鹿児島市総合計画（令和 4 年度～令和１３年度）の分

野別個別計画として位置づけるとともに、農林水産業振興プランなど関連する他の計画と

の連携も図ります。 

さらに、将来にわたり市場事業を安定的に継続していくため、国が策定を要請している

「経営戦略」としても位置付けます。 

 

３ 計画期間 

 

 

 

 

経営展望は中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」として位置づけることを踏ま

え、計画期間を１０年間と定めていますが、計画は前期と後期に分けて推進します。 

なお、社会・経済情勢の変化により、期間中でも必要があれば、その都度見直しを行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間：令和３年度～令和１２年度 

［前期５年間（令和３年度～７年度）・後期５年間（令和８年度～１２年度）］ 



２ 

 

４ 卸売市場を取り巻く環境 

 

全国の動向 

 

（１）全国の人口推移 

日本の総人口は、平成２３年（２０１１年）以降、減少に転じており、令和２２年（ 

２０４０年）には 11２,８３７千人まで減少すると見込まれています。 

 

（２）卸売市場経由率の推移 

食料消費量の減少に加え、流通構造の変化により、生鮮食料品流通の総量に占める卸売市場

経由率は減少傾向にあります。 

＜青果物＞ 

  平成２５年度の６０．０％から令和４年度は５０．５％と９．５ポイントの減少となってい

ます。 

＜水産物＞ 

  平成２５年度の５４．１％から令和４年度は４３．２％と１０．９ポイントの減少となって

います。 

 

（３）全国の生産量の推移   

 近年、国内農林水産業において、従事者の減少や高齢化など生産能力の低下により、全国の

生産量は緩やかな減少傾向にあるといえます。 

＜野菜＞ 

 平成２５年の 1,178 万トンから令和４年は 1,119 万トンと約５９万トン（5．０％）減少

しています。 

＜果実＞ 

 平成２５年の３０４万トンから令和４年は２６４万トンと約４０万トン（１３．２％）減少

しています。 

＜水産物＞ 

 平成２５年の４７７万トンから令和４年は３９２万トンと約８５万トン（１７．８％）と減

少しています。 

 

（４）全国の中央卸売市場取扱数量・金額の推移 

＜野菜＞ 

 全国の中央卸売市場の野菜取扱数量は、令和２年度の５４９万トンから令和６年度には 

４７１万トンとなり、約７８万トン（１４．２％）の減少となりました。一方、取扱金額は令

和２年度の 1,260,946 百万円から令和６年度には 1,378,974 百万円となり、約 118,028

百万円（９．４％）の増加となっています。 

＜果実＞ 

 全国の中央卸売市場の果実取扱数量は、令和２年度の１４９万トンから令和６年度には 

１２４万トンとなり、約２５万トン（１６．８％）の減少となりました。一方、取扱金額は令

和２年度の 618,185 百万円から令和６年度には 678,722 百万円となり、約 60,537 百万

円（９．８％）の増加となっています。 

＜青果物＞ 

 全国の中央卸売市場の青果物総体の取扱数量は、令和２年度の６９８万トンから令和６年度

には５９５万トンとなり、約１０３万トン（１４．８％）の減少となり、一方、取扱金額は令



３ 

 

和２年度の 1,879,131 百万円から令和６年度には 2,057,696 百万円となり、約 178,565

百万円（９．５％）の増加となっています。 

＜水産物＞ 

 全国の中央卸売市場の水産物の取扱数量は、令和２年度の１３０万トンから令和６年度には

１０８万トンとなり、約２２万トン（１６．９％）の減少となり、一方、取扱金額は令和２年

度の 1,266,210 百万円から令和６年度には 1,446,159 百万円となり、約 179,949 百万円

（１４．２％）の増加となっています。 

 

本市の動向 

（１）本市の人口推移 

 平成２６年（２０１４年）の６０万人をピークに、減少に転じており、全国同様、人口減少

局面へ移行しています。 

令和２２年（２０４０年）には、519,563 人まで減少すると推計されています。 

 

（２）本県（市）の生産量の推移 

 ＜青果物＞ 

本市の青果物生産は、全国の傾向と同様に農家数の減少や高齢化、担い手不足により縮小傾

向にあり、過去 5 年間で野菜・果実ともに生産量が減少しています。令和元年の 10,649 ト

ンから令和 5 年は 9,763 トンと 886 トン（８．３％）の減少となっています。 

＜水産物＞ 

本県の水産物の生産量は、全国の傾向と同様に漁業就業者の減少や高齢化等が要因となり、

減少傾向にあります。令和元年の 115,073 トンから令和 5 年は 98,848 トンと 16,225 ト

ン（１４．１％）の減少となっています 

 

（３）本市場への県（市）内産の入荷量の推移 

 ＜青果物＞ 

市内産青果物の本市場への入荷量は、生産量が年々減少傾向にある中で、令和 5 年は増加し

ました。 

生産量に占める本市場への入荷量の割合は、令和元年が３７．５％に対し、令和５年が 

３１．１％となっています。 

＜水産物＞ 

県内産水産物の本市場への入荷量は、令和２年以降ほぼ横ばいとなっています。 

生産量に占める本市場への入荷量の割合は、令和元年が１２．３％に対し、令和５年が  

 １７．３％となっています。 

 

（４）本市の農産物直売所数の推移 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

３４ ３３ ３２ ３２ ３２ 

 

（５）本市の小売業者数の推移 

 平成２４年 平成２８年 令和３年 

野菜・果実小売業 １２６ ８５ ７４ 

鮮魚小売業 ４０ ２６ ２７ 

 



４ 

 

（６）本市場の取扱数量・金額の推移 

＜青果市場＞ 

本市青果市場の野菜・果物の取扱数量は、令和２年度の 172,434 トンから令和６年度に

は 148,607 トンとなり、23,827 トン（１３．８％）の減少、一方、取扱金額は、令和２

年度の 34,460 百万円から令和６年度には 41,828 百万円となり、7,368 百万円（ 

２１．４％）の増加となっています。 

＜魚類市場＞ 

本市魚類市場の取扱数量は、令和２年度の 22,486 トンから令和６年度には 17,234 ト

ンとなり、5,252 トン（２３．４％）の減少、一方、取扱金額は、令和２年度の 14,591

百万円から令和６年度には 15,410 百万円となり、819 百万円（５．６％）の増加となっ

ています。 

 

（７）魚類市場の輸出金額の推移 

本市魚類市場の輸出金額は、令和３年度から増加傾向にあり、令和２年度と６年度を比較

すると１．３億円（７２．２％）の増加となっています。 

 

（８）本市場関係業者数の推移 

                              （単位：業者数） 

青果市場 魚類市場 

 卸 売 

業 者 

仲 卸 

業 者 

売 買 

参加者 

卸 売 

業 者 

仲 卸 

業 者 

売 買 

参加者 

平成２８年   ２ ２７ １３４   ２ ２９ ８７ 

平成２９年   ２ ２５ １３１   ２ ２９ ９０ 

平成３０年   ２ ２５ １２７   ２ ２９ ８８ 

令和 元年   ２ ２５ １２８   ２ ２９ ８５ 

令和 ２年   ２ ２５ １２５   ２ ２９ ８４ 

令和 ３年 ２ ２５ １２０ ２ ２９ ８３ 

令和 4 年 ２ ２４ １１９ ２ ２９ ８１ 

令和 5 年 ２ ２４ １２１ ２ ２９ ８１ 

令和 6 年 ２ ２３ １２３ ２ ２９ ８６ 

令和 ７年 ２ ２２ １１８ ２ ２９ ８０ 

      ※各年 1 月 1 日現在 

 

  



５ 

 

５ 今後の対応すべき課題 

 

市場を取り巻く環境は、人口減少や生産量の縮小、担い手不足に加え、物流コストの高騰な

ど、これまでにない変化に直面しています。市場取扱数量は減少傾向にある一方で、消費ニーズ

は多様化し、効率的な流通体制やデジタル化への対応が必要となっています。また、災害リスク

や施設老朽化への備え、人材確保と育成も喫緊の課題です。 

こうした現状を踏まえ、持続可能で魅力ある市場を実現するため、以下の課題に取り組む必要

があります。 

 

課題１ 広域集荷と販路の拡充 

消費ニーズの多様化や生産・流通構造の変化に対応するため、広域的な集荷体制と多様な販路

の構築が求められています。物流ネットワークの強化や輸出促進など、南九州の食の発信拠点と

して安定した取扱量と持続可能な取引環境を実現する必要があります。 

 

 

課題２ 業務の効率化とデジタル化の促進 

物流コストの上昇や市場の人手不足といった課題に対応するため、業務の効率化やデジタル化

は必要不可欠となっています。業務内容の見直しや、発注・配送などの業務の段階的なデジタル

化を進めていくことが必要です。 

 

 

課題３ 市場の魅力発信と市民との接点の強化 

市場の役割や食の魅力を広く伝えるためには、市民との接点を増やし、親しみやすい場づくり

が重要です。イベントやＳＮＳを活用し、地域に開かれた市場としての存在感を高めます。特

に、旬の食材や魅力、レシピなどを発信し、食文化や健康的な食生活に関する情報を提供するこ

とで、市民の関心を高めます。 

 

 

課題４ 災害対応力の強化 

地震や台風などの災害時にも市場機能を維持できる体制づくりが求められています。業務継続

計画（ＢＣＰ）の整備や避難訓練の実施、情報伝達手段の確保を通じて、安心・安全な市場運営

を実現する必要があります。 

 

 

課題５ 人材不足と担い手育成の遅れ 

市場の持続的な運営には、若手人材の確保と育成が不可欠です。高齢化や採用難への対応とし

て、働き方改革や教育体制の充実を進め、将来の担い手を育てる環境づくりを強化していく必要

があります。 

   



６ 

 

６ 目指す理想像 

 

（１）基本コンセプト（別紙に案を記入） 

 

近年、消費ニーズの多様化や生産・流通構造の変化、物価高騰など市場を取り巻く環境は大き

く変化しています。こうした中、青果・魚類市場のリニューアル・再整備により、効率的で衛生

的な流通システムを構築し、食の安心・安全を守る基盤を強化しました。 

後期計画では、ＩＣＴの活用や産地・事業者との連携強化、環境・衛生対策をさらに進めるこ

とで、生産者と消費者をつなぎ、地域の食文化を未来へ継承しながら、賑わいにあふれ、市民や

事業者にとって身近で信頼される持続可能な市場運営を目指します。 

   

（２）基本目標 

「活気あふれる市場」・「つながる市場」・「フレッシュな市場」の３つを基本目標とし、

開設者と市場関係業者が一体となって、目標達成のための施策を実施します。 

 

 

（３）取扱数量等の指標 

 ＜青果市場＞     年間取扱数量指標 ： １７．０万トン 

   ＜魚類市場＞     年間取扱数量指標 ：  ２．２万トン 

令和 12 年度輸出金額目標 ：  ５．８億円 

 

つながる人・もの フレッシュで活気あふれる 市場を目指して 



７ 

 

 

７ 基本戦略及び取組項目（施策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本戦略Ⅰ 販路拡大と物流ネットワーク強化 

 

＜施 策＞ 

販路拡大に向けた取組 

・魚類市場では、輸出支援窓口の設置や商談会参加、海外ニーズの把握により、国内外への販

路拡大を推進します。 

 

物流ネットワーク強化に向けた取組 

・地場産品の集荷強化と産地連携で物流ネットワークを拡充します。 

・青果市場では、市況データで出荷計画を支援し、新規就農者の市場参入を推進。ＧＡＰ認証

品の流通拡大と産地連携で安全・安心な供給を図ります。 

 

 

基本戦略Ⅱ 業務内容の見直しとデジタル化による効率経営 

 

＜施 策＞ 

業務内容の見直しによる効率化 

・事務事業の見直しを進め、業務効率化と経費削減、経営改善を推進します。 

 

デジタル化による効率経営 

・デジタル技術を活用し市場業務の効率化と生産性向上を図り、ＩＣＴ導入を計画的に推進し

ます。 

・国の補助制度や他市場のＩＣＴ活用事例を情報提供し、事業者の導入を積極的に支援します。 

・青果市場では、市場のＩＣＴ導入を計画的に進めるため、開設者と業者が連携し、実施方針

やスケジュールを検討します。 

 

 

  

基本目標１ 活気あふれる市場 

多様な販路の確保と広域的な物流ネットワークの強化により、取扱量の安定と取

引機会の拡大を図ります。さらに、業務内容の見直しとデジタル化を促進し、生

産者・事業者が安心して取引できる、活気と信頼に満ちた市場環境を実現しま

す。 



８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本戦略Ⅲ 市民参加型イベントとＳＮＳ情報発信の強化 

＜施 策＞ 

市民参加型イベントの実施 

・市場開放や見学、料理教室など市民参加型イベントを継続し、食文化普及と市場ＰＲを推進

します。 

 

ＳＮＳを活用した情報発信の強化 

・公式ＳＮＳとインフルエンサーを活用し、旬情報や市場の魅力を発信して若者の関心を高め

ます。 

 

 

基本戦略Ⅳ ＩＣＴを活用した情報共有と利便性向上 

＜施 策＞ 

ＩＣＴを活用した情報共有と利便性向上 

・ＩＣＴで取引情報発信や電子化を進め、ペーパーレス化と事務手続き簡素化を推進します。 

 

 

基本戦略Ⅴ 災害時にも機能を維持する安心安全体制の構築 

＜施 策＞ 

業務継続体制の構築 

・市場関係業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定作業を支援します。 

 

全国の各市場との相互協力 

・災害時の食料確保に向け、全国市場との相互応援協定に基づく連携を強化します。 

 

防災意識の向上 

・実地訓練や防災研修を継続し、市場関係者の防災意識を高める取組を推進します。 

 

衛生管理に対する取組 

・マニュアルに基づく衛生管理を徹底し、清掃・害虫駆除や検査で安全な生鮮品を供給します。 

・青果では、残留農薬検査を継続的に実施します。 

 

感染症の対策 

・衛生管理や入場制限など柔軟な感染症対策を実施し、情報共有で安心安全を確保します。 

 

市場関係業者への啓発 

・衛生管理体制強化のため、検査機関と連携し市場関係業者向け講習会を実施します。   

基本目標２ つながる市場 

生産者と消費者をつなぐ役割を強化し、食の魅力や市場の価値を広く発信しま

す。ＩＣＴの活用による利便性向上や、市民に親しまれるイベント・情報発信を

通じて、地域に開かれた市場を築きます。また、災害時にも機能を維持できる体

制を整え、安心・安全な市場運営を実現します。 
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基本戦略Ⅵ 施設の有効活用と品質保持のための機能強化 

 

＜施 策＞ 

施設の有効活用 

・施設保全を計画的に進め、関連店舗やイベントで、食の魅力を発信し有効活用を図ります。 

 

品質保持のための機能強化 

・冷蔵設備の維持・強化に向け、連携して具体的方針やスケジュールを検討します。 

 

 

基本戦略Ⅶ 「食」に関する情報発信とブランド力強化 

 

＜施 策＞ 

食に関する情報発信 

・青果市場では、地域イベントや食育活動に協力し、旬の野菜情報や市場の役割を発信します。 

・魚類市場では、郷土料理レシピや旬の魚、せり情報をメディアやＳＮＳで発信し、魚食普及

と水産物ＰＲを強化します。 

 

ブランド力の強化 

・青果市場では、ＧＡＰ認証品など、安心安全な青果物の販売促進でブランド力を強化します。 

 

 

基本戦略Ⅷ 市場の担い手確保と人材育成の推進 

 

＜施 策＞ 

新たな担い手確保と人材育成への取組 

・高校生など若年層向けにインターンや職場見学を積極推進し、市場業務の魅力を発信します。  

・外国人材受入に向けた情報収集と制度理解を促進します。 

 

働きやすい職場環境づくり 

・休憩所や福利厚生の充実、業務効率化と安全講習で、快適性・負担軽減・安全な職場環境を

確保します。 

   

基本目標３ フレッシュな市場 

新しい施設とサービスで付加価値を高め、常に新鮮な食材と情報を提供する市場

を創ります。施設を有効活用し、食材の品質を守るための暑熱対策や衛生管理を

強化するとともに、「食」に関する情報発信を進めます。さらに、担い手の確保

・育成を図り、未来志向で魅力ある市場を実現します。 
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８ 収支計画 

 

今後も人口減少や、市場外流通の増加など卸売市場を取り巻く環境は、厳しい状況が続くと

予想されますが、基本戦略に基づいた施策に開設者、市場関係業者が一体となって取り組み、

青果、魚類市場それぞれの取扱数量の指標達成を行い、健全な市場運営に努めていきます。 

 

 

９ 計画の推進 

  

本計画に掲げる基本戦略や施策の実効性を高めるために、開設者と市場関係業者で計画の達成

度の評価などを行い、次期経営展望の策定に反映させます。 

令和３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年 

          

 

       （単位︓百万円）
令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12

339 389 460 476 568 550 569 569 606 576 586
使用料及 び手 数料 235 231 248 252 270 249 250 250 266 251 256
一 般 会 計 繰 入 金 0 42 57 82 151 165 164 164 185 170 175
そ の 他 収 入 104 116 155 142 147 136 155 155 155 155 155
市 債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 359 430 445 538 550 569 569 606 576 586
運 営 費 128 130 123 123 142 128 131 131 131 131 131
施 設 管 理 費 151 148 194 183 202 228 244 244 284 254 264
市 場 整 備 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公 債 費 31 81 113 139 194 194 194 194 191 191 191

4,120 4,056 3,961 3,840 3,662 3,484 3,306 3,126 2,800 2,637 2,473
3,224 2,975 859 620 617 618 698 750 758 760 761

使用料及 び手 数料 73 80 94 102 99 102 114 126 138 150 162
一 般 会 計 繰 入 金 118 145 59 263 360 430 515 555 551 541 530
そ の 他 収 入 622 1,316 289 112 77 69 69 69 69 69 69
市 債 2,411 1,434 417 143 81 17 0 0 0 0 0

2,874 2,917 859 621 617 618 698 750 758 760 761
運 営 費 91 89 90 91 97 108 110 110 110 110 110
施 設 管 理 費 148 159 190 184 204 240 223 223 223 223 223
市 場 整 備 費 2,599 2,608 477 155 81 0 0 0 0 0 0
公 債 費 36 61 102 191 235 270 365 417 425 427 428

7,663 9,076 9,440 9,445 9,344 9,128 8,817 8,452 8,077 7,697 7,290
※令和2〜6年度は決算額、令和7年度は予算額

魚
　
類
　
市
　
場

 歳      　　　入

 歳      　　　出

地 方 債 残 高

区　　　分

青
　
果
　
市
　
場

 歳      　　　入

 歳      　　　出

地 方 債 残 高

計 画 期 間 （１０年間） 

後期計画（５年間） 前期計画（５年間） 

計 画 の

見直し 

次 期 計

画策定 


